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適格請求書等保存方式（インボイス方式） 

 

  

  

平成 28 年度の税制改正によって、消費税は平成 29 年 4 月から軽減税率制度が導入されることとなりました。

消費税は、納税額を計算する際には、取引で支払った消費税額を控除する仕入税額控除方式をとっています

が、その場合には「請求書等の保存」が要件となっています。軽減税率の導入に伴いまして、平成 33 年 4 月か

らは「適格請求書」の保存が要件となる適格請求書等保存方式（インボイス方式）が導入されます。 

■ インボイス方式導入の背景 

現行（8％）の単一税率では、保存すべき請求書に「消費税率」や「消費税額」を記載することは必要とされて

いません。消費税率が 10％に増税され、それと同時に軽減税率（8％）が導入されると、一つの請求書の中に

10％の取引と 8％の取引が混在する場合があります。 

この場合、請求書から「どの取引が 10％でどの取引が 8％であるか」容易に判断できなければ、購入事業者

が適正な納税計算を行うことは困難です。 

そこで販売事業者に取引の税率が異なるごとに取引金額を区分して記載するインボイスの発行とその副本

の保存を義務付けます。購入事業者は交付を受けたインボイスに記載された税額を仕入税額控除の対象金

額として消費税の納税計算を行うことになります。 

■ 適格請求書発行事業者 

事業者がインボイスを発行するためには、所轄税務署に申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として

登録をする必要があります。登録事業者は、適格請求書の交付義務が生じます。基本は、消費税の納税義務

のない免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。登録申請は平成 31 年 4 月 1 日からの予定です。 

■ 適格請求書保存方式導入までの経過措置（区分記載請求書等保存方式） 

消費税率が 10％に引き上げられる平成 29 年 4 月 1 日から、インボイス方式が導入される平成 33 年 4 月 1

日までの 4 年間における仕入税額控除方式については、現行の請求書等に「税率の異なるごとに合計した対

価の額」等一定の事項を記載した「区分記載請求書等」の保存が必要となります。 

 

（現行制度） （平成29年4月～） （平成33年4月～）

○○御中 ○○御中 ○○御中

11月分21,600円（税込） 11月分21,700円（税込） 11月分20,000円（本体）

01,700円（消費税）

11/1～ 食料品等 16,200円 11/1 食料品 ※ 5,400円 11/1 食料品 ※ 5,000円

11/1～ 雑貨 5,400円 11/8 雑貨 5,500円 11/8 雑貨 5,000円

11/25 食料品 ※ 10,800円 11/25 食料品 ※ 10,000円

21,600円 21,700円 20,000円

1,700円

（10％対象 5,500円） （10％対象 5,000円 消費税 500円）

（8％対象 16,200円） （8％対象 15,000円 消費税 1,200円）

※は軽減税率（8％）適用商品　　

　　△△㈱ 　　△△㈱ 　　△△㈱ 登録番号　×××-××××

① ①

② ②

③ ③

（注）購入事業者による記載も可 ④

⑤

（出所：経済産業省「参考資料②-2（軽減税率制度関係参考資料）」に基づいて作成）

現行の請求書等保存方式

現行制度の記載事項

軽減税率対象品目である旨（注）

区分記載請求書等保存方式
適格請求書等保存方式

（インボイス制度）

請求書請求書請求書

消費税

合計合計合計

不正発行の罰則なし

請求書等の交付義務なし

不正発行の罰則なし

請求書等の交付義務あり

不正発行の罰則あり

登録番号

請求書等の交付義務なし

税率ごとに合計した対価の額
及び適用税率

・請求書受領者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
・請求書発行者の氏名又は名称

記
載
事
項

①

記
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事
項

記
載
事
項

現行制度の記載事項

軽減税率対象品目である旨

消費税額

税率ごとに合計した対価の額（注）
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